
 

1 

 

 

 

 

 

 

目         次 

 
      告    示 ﾍﾟｰｼﾞ

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 
律に基づく指定医療機関の指定（社会援護課）……………………………………………………………… ２

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 
律に基づく指定医療機関の名称等の変更、廃止及び休止の届出（同）…………………………………… ３

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 
律に基づく指定医療機関の辞退の届出（同）………………………………………………………………… ３

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 
律に基づく指定介護機関の指定（同）………………………………………………………………………… ４

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 
律に基づく指定介護機関の名称等の変更及び廃止の届出（同）…………………………………………… ５

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 
律に基づく指定施術者の指定（同）…………………………………………………………………………… ６

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 
律に基づく指定施術者の廃止の届出（同）…………………………………………………………………… ６

○ 被爆者一般疾病医療機関の指定（疾病対策課）……………………………………………………………… ７

○ 保安林の指定施業要件の変更予定通知（豊かな森づくり課）……………………………………………… ８

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… ８

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… ８

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… ９

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… ９

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 10

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 10

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 10

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 11

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 11

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 12

○ 平成25年度における保安林の皆伐限度面積（同）…………………………………………………………… 12

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可申請の概要（水大気課）…………………… 14

○ 道路の区域の変更、供用開始等（道路保全課）……………………………………………………………… 21

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 21

○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定（砂防課）……………………………………………………………………… 21

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 22

○ 道路の位置指定（建築指導課）………………………………………………………………………………… 23

      公    告  

○ 大規模小売店舗の変更に関する届出（東播磨県民局）……………………………………………………… 23

○ 同  上（都市計画課）………………………………………………………………………………………… 24

○ 平成25年度兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門研修研修生の募集（公園緑地課）………………… 26

○ 都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告（建築指導課）…………………………………………… 27

○ 落札者等の公示（管理課）……………………………………………………………………………………… 27

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 28

○ 同  上（同）…………………………………………………………………………………………………… 28

      教育委員会規則  

○ 兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則 …………………………………… 28

      正    誤  

○ 平成24年12月11日付け兵庫県公報第2448号中 ……………………………………………………………… 40

兵庫県公報
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成25年２月１日 金曜日  第 2462 号 



平成25年２月１日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 2462 号 

2 

 

公布された法令のあらまし 

 

兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則（教育委員会規則第１号） 

 県立学校の学科等の新設及び廃止、主として教育を行う者の追加、学年進行等に伴い、関係規則について所

要の整備を行うこととした。 
 

告         示 

 

兵庫県告示第111号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、医療を担当する機関を次のとおり指定

した。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 指定年月日 

イオン薬局明石店 
明石市大久保町ゆりのき通３―３―１ イ

オン明石店１Ｆ 
イオンリテール株式会社 平成24年９月17日

訪問看護ステーションスプ

リングテラス明舞 
同 市松が丘４―１―43 社会福祉法人明和会  同 年10月15日

新見眼科 同 市二見町東二見901―１ 医療法人社団医新会  同 年11月１日

医療法人伯鳳会明石リハビ

リテーション病院 
同 市二見町西二見685―３ 医療法人伯鳳会   同  月23日

新リボン薬局 同 市本町２―５―13 玉澤ビル102 原 田 一 平 平成24年12月１日

宮の前眼科 
伊丹市宮ノ前１―４―８ みやのまち３号

館１Ｆ 

医療法人社団ベタニア会宮

の前眼科 
 同 年10月１日

ルピナス訪問看護ステーシ

ョン 
同 市西野１―77―１―２Ｆ 

株式会社ハッピーフィール

ド 
 同 年11月１日

田中あかちゃんこどもクリ

ニック 

同 市行基町１―107 伊丹行基町医療モ

ール２Ｆ 
田 中 真 也 同 

訪問看護ステーションこっ

とん 
同 市南野５―３―３ 株式会社ＣＯＴＴＯＮ 平成24年11月28日

むろさきクリニック 同 市野間１―８―12 室 﨑 伸 和  同 年12月１日

のまきたパーク歯科 同 市野間北１―１―１ 医療法人社団康佑会 同 

フタツカ薬局順心病院前 加古川市別府町別府857 株式会社大新堂 平成24年10月１日

船原歯科医院 同  市加古川町寺家町129 谷 本   博 同 

阪神調剤薬局宝塚山本店 宝塚市山本丸橋３―１―５―２ 株式会社阪神調剤薬局 平成24年12月１日

祥漢堂薬局荒神店 同 市向月町19―10 株式会社祥漢堂 同 

ポニー薬局本町店 三木市本町１―５―12 
株式会社ポニーファーマシ

ー 
平成24年10月１日

サーバ川西西薬局 川西市西多田２―７―20 株式会社キリン堂  同 年８月16日

北条薬局 加西市北条町北条390―１ 
トライアドウエスト株式会

社 
 同 年10月１日

井之上眼科 川辺郡猪名川町松尾台１―２―20 井之上 惠 子  同 年11月14日

別府眼科クリニック 加古郡稲美町国岡１―151 別 府 英 明  同 年10月１日
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兵庫県告示第112号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、次の指定医療機関から名称等の変

更、廃止及び休止の届出があった。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名称等の変更の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 変更内容 変更前 変更後 変更年月日 

薬局ハートランド

洲本店 
洲本市下加茂１―１―58 開設者名称 株式会社イレブン

ウエルシア関西株

式会社 
平成24年９月１日

川西加茂イレブン

薬局 
川西市加茂３―１―５ 同  上 同  上 同  上 同 

薬局ハートランド

青木店 
南あわじ市市青木23―２ 同  上 同  上 同  上 同 

薬局ハートランド

グランデ津名店 
淡路市中田2994―１ 同  上 同  上 同  上 同 

２ 廃止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 廃止年月日 

イオン薬局明石店 

明石市大久保町ゆりのき通３―３―１ イ

オン明石ショッピングセンターイオン明石

店１Ｆ 

イオンリテール株式会社 平成24年９月16日

新見眼科 同 市二見町東二見895―４ 医療法人社団医新会  同 年10月31日

医療法人伯鳳会明石はくほ

う会病院 
同 市魚住町錦が丘４―12―11 医療法人伯鳳会  同 年11月22日

山本眼科 伊丹市昆陽３―134―１―101 
医療法人社団ベタニア会山

本眼科 
 同 年９月30日

岡本医院 同 市荻野３―68 岡 本 勝 彦  同 年11月30日

フタツカ薬局順心病院前 加古川市平岡町一色118―４ 株式会社大新堂  同 年９月30日

船原歯科医院 同  市加古川町寺家町129 福 地 康 孝 同 

サーバ川西西薬局 川西市西多田２―７―20 
株式会社ニッショードラッ

グ 
平成24年８月15日

北条薬局 加西市北条町北条390―１ 池 田 周 子  同 年９月30日

別府眼科クリニック 加古郡稲美町国安１―141 別 府 英 明 同 

３ 休止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 休止年月日 

川井整形外科 高砂市神爪２―２―７ 川 井 和 夫 平成24年10月15日

 

 

兵庫県告示第113号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、次の指定医療機関から辞退の届

出があった。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

辞退の届出があった指定医療機関 
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名 称 所在地 開設者 辞退年月日 

神陽台クリニック 洲本市五色町鮎原神陽600―171 鈴 木 陽 子 平成25年１月１日

 

 

兵庫県告示第114号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、居宅介護若しくは居宅介護

支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用

具の給付を担当する機関を次のとおり指定した。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 サービス種類 指定年月日 

フタツカ薬局明石太寺

店 
明石市太寺大野2651 株式会社セプタ 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

平成24年10月24日

西江井島居宅介護支援

センター 
同 市大久保町西島774―４ 

医療法人双葉会西江井

島病院 
居宅介護支援  同 年11月８日

デイサービスセンター

りらくあかし 

同 市大久保町松陰1115―１

―102 セオコート明石Ⅲ 

株式会社アール・キュ

ア 

通所介護、介護予防

通所介護 
  同  月13日

医療法人伯鳳会明石リ

ハビリテーション病院 
同 市二見町西二見685―３ 医療法人伯鳳会 

訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防訪問

リハビリテーション 

  同  月23日

訪問介護ステーション

虹 
洲本市宇原42―２ 

株式会社Ｒ＆Ａケアサ

ービス 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
  同  月24日

宮の前眼科 
伊丹市宮ノ前１―４―８ み

やのまち３号館１Ｆ 

医療法人社団ベタニア

会宮の前眼科 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

平成24年10月１日

コミュニティスタジオ

奏音 
同 市鴻池５―９―37 株式会社Ｃｏｒｅ－Ｓ

通所介護、介護予防

通所介護 
 同 年11月１日

ケアプランセンター栞 同  上 同  上 居宅介護支援 同 

株式会社Ｃｏｒｅ－Ｓ

ライフサポート事業部 
同  上 同  上 

福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、介護

予防福祉用具貸与、

介護予防特定福祉用

具販売 

同 

田中あかちゃんこども

クリニック 

伊丹市行基町１―107 伊丹

行基町医療モール２Ｆ 
田 中 真 也 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

同 

そうごう薬局伊丹行基

店 

同 市行基町１―107 伊丹

行基町医療モール１Ｆ 

総合メディカル株式会

社 
同  上 同 

特別養護老人ホーム椿

の園 
相生市矢野町真広397―１ 

社会福祉法人相生市社

会福祉事業団 

介護予防短期入所生

活介護 
平成24年10月11日

フタツカ薬局順心病院

前 
加古川市別府町別府857 株式会社大新堂 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

  同  月１日

ヘルパーセンターほっ

と 

同  市東神吉町出河原240

―１ 
合同会社ほっとたいむ

訪問介護、介護予防

訪問介護 
同 

デイサービスひまわり 赤穂市加里屋91―13 有限会社えがお 
通所介護、介護予防

通所介護 
同 
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ヘルシーガーデン 同 市尾崎3161―13 
合同会社アスエールコ

ーポレーション 

福祉用具貸与、特定

福祉用具販売、介護

予防福祉用具貸与、

介護予防特定福祉用

具販売 

平成24年11月１日

ケアプランセンター西

谷憩いの家居宅介護支

援事業所 

宝塚市大原野字波坂２―７ 社会福祉法人西谷会 居宅介護支援  同 年10月１日

フタツカ薬局中山寺店 同 市中筋５―13―15 株式会社セプタ 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

  同  月26日

デイサービス笑楽宝塚 
同 市宮の町３―23 ティエ

ドゥール宝塚１Ｆ 
株式会社ビオネスト 

通所介護、介護予防

通所介護 
平成24年11月１日

阪神調剤薬局宝塚山本

店 

同 市山本丸橋３―１―５―

２ 
株式会社阪神調剤薬局

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

 同 年12月１日

祥漢堂薬局荒神店 同 市向月町19―10 株式会社祥漢堂 同  上 同 

ポニー薬局本町店 三木市本町１―５―12 
株式会社ポニーファー

マシー 
同  上 平成24年10月１日

デイサービスセンター

えびすの郷 
同 市大塚206―６ 社会福祉法人一陽会 

通所介護、介護予防

通所介護 
同 

特別養護老人ホームえ

びすの郷 
同  上 同  上 

短期入所生活介護、

介護予防短期入所生

活介護 

同 

フタツカ薬局三木店 三木市末広１―５―８ 株式会社セプタ 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

平成24年10月22日

介護ステーションみん

と 
高砂市米田町島47 有限会社シーズ 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
 同 年11月１日

フタツカ薬局高砂店 
同 市荒井町中新町１―32―

106 
株式会社セプタ 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

  同  月26日

ほほえみデイサービス 同 市米田町古新310 株式会社長生 
通所介護、介護予防

通所介護 
平成24年12月１日

日丸デイサービスセン

ター 
川西市見野２―35―７ 

有限会社キューアップ

サービス 
同  上  同 年11月16日

ポラリス訪問介護ステ

ーション 

同 市中央町２―４ 大吉ビ

ル４Ｆ 
株式会社ポラリス 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
 同 年12月１日

ポラリスデイサービス

センター多田 
同 市多田桜木２―12―６ 同  上 

通所介護、介護予防

通所介護 
同 

ケアポートヘルパース

テーション 
三田市高次１―11―５―102 ケアポート株式会社 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
平成24年11月１日

らいふけあ居宅介護支

援事業所 
朝来市和田山町土田599―３ 

特定非営利活動法人ラ

イフケアＪＰ 
居宅介護支援 同 

稲美中央病院居宅介護

支援事業所 
加古郡稲美町国安1286―23 医療法人社団いなみ会 同  上 平成23年12月１日

 

 

兵庫県告示第115号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定に

より、次の指定介護機関から名称等の変更及び廃止があった。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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１ 名称等の変更の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 変更内容 変更前 変更後 変更年月日 

聖隷コミュニティ

ケアセンター宝塚

店 

宝塚市逆瀬川２―２―８ 事業者名称

聖隷コミュニティ

ケアセンターネー

ブル宝塚店 

聖隷コミュニティ

ケアセンター宝塚

店 

平成24年10月１日

２ 廃止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 サービス種類 廃止年月日 

西江井島居宅介護支援

センター 
明石市大久保町西島653 

医療法人双葉会西江井

島病院 
居宅介護支援 平成19年７月２日

医療法人伯鳳会明石は

くほう会病院 

同 市魚住町錦が丘４―12―

11 
医療法人伯鳳会 

訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防訪問

リハビリテーション 

平成24年11月22日

訪問介護ステーション

虹 

洲本市物部１―18―６ スタ

ーハイツ７号 

株式会社Ｒ＆Ａケアサ

ービス 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
  同  月23日

山本眼科 伊丹市昆陽３―134―１―101
医療法人社団ベタニア

会山本眼科 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

平成24年９月30日

ヘルパーセンターほっ

と 

加古川市別府町本町２―83―

103 
合同会社ほっとたいむ

訪問介護、介護予防

訪問介護 
同 

  

 

兵庫県告示第116号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、施術を担

当する者を次のとおり指定した。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定施術者 

施術者 施術所名称 所在地 指定年月日 

藤 田 早百合 鳥羽ゆり整骨院 明石市鳥羽二本松1430 平成24年11月29日 

藤 川 延 大 由良接骨院 洲本市由良３―11―25  同 年９月４日 

西 岡   潤 岡田接骨院 同 市下加茂２―２―65  同 年11月22日 

坂 原   進 坂原 進 伊丹市東野２―27―６   同  月27日 

白 窪 直 也 しらくぼ鍼灸整骨院 同 市桜ヶ丘７―１―10 平成24年12月３日 

斉 藤 隆 樹 斉藤接骨院 宝塚市伊孑志１―７―15   同 年11月19日 

西   英 紀 ふく整骨院 篠山市黒岡316―10   同  月21日 

 

 

兵庫県告示第117号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、次の

指定施術者から廃止の届出があった。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

廃止の届出があった指定施術者 

施術者 施術所名称 所在地 廃止年月日 
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岡 田 隆 一 岡田接骨院 洲本市下加茂１―１―46 プチメゾン郁磨 平成24年４月30日 

斉 藤 隆 樹 斉藤接骨院 宝塚市逆瀬川１―11―27 平成21年12月22日 

倉 盛 久 徳 ふく整骨院 篠山市黒岡316―10 平成24年10月31日 

 

 

兵庫県告示第118号 

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第19条第１項の規定により、被爆者一般

疾病医療機関として次のものを指定した。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名     称 開  設  者 所  在  地 指 定 年 月 日 

タキヤ岡本薬局 
タキヤ 株式会社 

代表取締役 石井 和正 
神戸市東灘区岡本１丁目３番20号 平成24年10月１日

はな薬局 神戸名倉店 
株式会社 Ｅｌｃｙ 

代表取締役 林 達治 
同 市長田区名倉町２―３―２ 平成25年１月１日

すみれ訪問看護ステーシ

ョン 

医療法人社団 菫会 

理事長 前田 章 
同 市垂水区名谷町字湯屋谷2245―１ 平成24年12月１日

オアシス・デンタル・オ

フィス 
山口 知也 姫路市大津区大津町１―31―109  同 年11月１日

有方歯科医院 有方 壯介 同 市米田町15―１ 船場東ビル２Ｆ 平成25年１月７日

クレエル薬局 
株式会社 めぐゆう 

代表取締役 中村 信也 
尼崎市大物町１丁目９番29号 平成24年12月１日

ハートコール訪問看護ス

テーション 

株式会社 ハートコール訪問

看護 

代表取締役 布施 満代 

同 市七松町３―17―20 Ｄビル壱号館

103号 
  同  月10日

医療法人 伯鳳会 明石

リハビリテーション病院 

医療法人 伯鳳会 

理事長 古城 資久 
明石市二見町西二見685番地の３ 平成24年11月23日

さくら堂薬局 西店 
株式会社 メイ 

代表取締役 赤澤 真理子 
同 市大久保町大久保町742番５ 平成25年１月１日

なかた内科クリニック 中田 敦之 西宮市甲子園町３―５ 平成24年12月１日

むろさきクリニック 室﨑 伸和 伊丹市野間１丁目８番12号 同 

共進薬局 荻野店 

株式会社 共進エンタープラ

イズ 

代表取締役 藤原 忠洋 

同 市荻野６丁目７―１ 平成25年１月１日

阪神調剤薬局 たつの店 
株式会社 阪神調剤薬局 

代表取締役 岩崎 壽毅 
たつの市御津町中島1664番地の４ 同 

ふじ薬局 
株式会社 フジファーマシー

代表取締役 藤本 匡志 
赤穂市板屋町377―２ 平成19年12月１日

アイセイ薬局 雲雀丘店 
株式会社 アイセイ薬局 

代表取締役 岡村 幸彦 
宝塚市雲雀丘山手１―14―25 平成25年１月１日

あそか苑中山寺訪問看護

事業所 

社会福祉法人 明照会 

理事長 河原 至誓 
同 市三笠町６丁目21 同 

近畿調剤 モザイクボッ

クス薬局 

近畿調剤 株式会社 

代表取締役 北川 博崇 

川西市栄町11―１ モザイクボックス３

階 
平成24年12月１日

医療法人社団 真心会 

ふくおか歯科 

医療法人社団 真心会 

理事長 福岡 真理 
加東市社378番地25 同 
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兵庫県告示第119号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

養父市餅耕地字三阪60（次の図に示す部分に限る。） 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、但馬県民局朝来農林振興事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第120号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

養父市餅耕地字三阪60（次の図に示す部分に限る。）、60の１から60の４まで、61、62の１、62の２ 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、但馬県民局朝来農林振興事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第121号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

養父市奥米地字高中59の１、59の２、60、61の１から61の５まで、62の３、62の４、63の１、63の２、63

の４、63の５、64の１、64の２、65の１から65の５まで、68の６、68の11、68の12 

２ 保安林として指定された目的 
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水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、但馬県民局朝

来農林振興事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第122号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

養父市大屋町中間字立野64、字保山66、字三本栃71、字大砂利77、79から85まで、字高栃86、86の１、87、

88、89の１、89の２、字高栃向100から104まで、字大根121の１、字松ゲ岡156、字四連畑161、字高山263 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、但馬県民局朝

来農林振興事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第123号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

養父市福定字四ケノ仙472の１、472の２・472の３・472の７（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、

472の４、472の８、472の９ 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 



平成25年２月１日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 2462 号 

10 

 (2) 立木の伐採の限度 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、但馬県民局朝来農林振興事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第124号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

養父市福定字四ケノ仙472の３（次の図に示す部分に限る。） 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、但馬県民局朝来農林振興事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第125号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

朝来市山内字ミタチ3091の２、3091の３、3091の15、3091の22から3091の26まで、3091の27・3091の28（以

上２筆について次の図に示す部分に限る。）、3091の29から3091の38まで、91の39から91の41まで 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、但馬県民局朝来農林振興事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第126号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 
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  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

朝来市田路字エノジ210の１、210の２、211の１、211の２、212の１、212の２、213の１、213の３、214、

215、216の１、216の２、217、218の１、218の２、219の１、219の２ 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、但馬県民局朝

来農林振興事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第127号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

朝来市田路字中潰270の１、270の２、273から276まで、277の１、277の２、277の４、278の１から278の３

まで 

２ 保安林として指定された目的 

水源の涵
かん

養 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、但馬県民局朝

来農林振興事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第128号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

養父市上箇字下モ山１、10の１、11の２、12の２、12の４から12の９まで 

２ 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

３ 変更後の指定施業要件 
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 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

  字下モ山１、12の２（次の図に示す部分に限る。） 

  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、但馬県民局朝来農林振興事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第129号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、農林水産大臣から次

のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

朝来市田路字竹花247、247の２、247の４、248から250まで、250の１、字竹ケ花944の１ 

２ 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    字竹花247・247の２・247の４・250・250の１・字竹ケ花944の１（以上６筆について次の図に示す部

分に限る。） 

  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森

づくり課、但馬県民局朝来農林振興事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第130号 

平成25年度において保安林の皆伐による立木の伐採につき、森林法（昭和26年法律第249号）第34条第１項の

許可をすべき皆伐の面積の限度は、次のとおりである。 

平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 
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神 崎 川 川辺郡一円 － 2.40

武 庫 川 三田市 － 214.76

神戸地区 神戸市 34.58 87.48

岸 田 川 美方郡新温泉町 1.42 583.08

竹 田 川 丹波市 9.20 143.68
丹波市（旧氷上郡春
日町及び同郡市島町
の区域をいう。）

339.86 11,710.28合　　　　　　計

－2.02436.24

10,235.08 1,127.12 8.22

洲本市
南あわじ市
淡路市

加古川

佐治川
～篠山川

24.58 1,054.75

丹波市（旧氷上郡柏
原町、同郡氷上町、同
郡青垣町及び同郡山
南町の区域をいう。）

淡路地区 78.36 516.62

111.12 23.36 －

1,132.91

47.04 1,788.84

－

4.22矢 田 川
豊岡市
美方郡香美町

122.96907.21

南但地区

篠山市
丹波市

円山川

円 山 川
下   　流

豊岡市 2.92

24.86

1,558.76 183.04 －
養父市
朝来市

44.34

千 種 川 15.38 1,060.86
宍粟市（旧宍粟郡千
種町の区域をいう。）

相生市
赤穂市
宍粟市
赤穂郡一円
佐用郡一円

869.10 176.38 －

揖 保 川 31.40 2,269.14

姫路市（旧宍粟郡安
富町の区域をいう。）
宍粟市（旧宍粟郡山
崎町、同郡一宮町及
び同郡波賀町の区域
をいう。）
干害防備保安林は宍
粟市（旧宍粟郡一宮
町に 係る区域） に 限
る。

59.14 958.02

姫路市（旧姫路市、旧
飾磨郡家島町、同郡
夢前町及び旧神崎郡
香 寺 町 の 区 域 を い
う。）

10.98 648.17

1,249.57

豊岡市（旧豊岡市、旧
城崎郡城崎町、同郡
日高町、旧出石郡出
石町及び同郡但東町
の区域をいう。）
干害防備保安林は旧
城崎郡城崎町に係る
区域に限る。

豊岡市（旧城崎郡竹
野町の区域をいう。）
干害防備保安林は美
方郡香美町(旧城崎郡
香住町に係る区域）に
限る。

550.90 30.76 －

1,166.87 79.06 0.72

1,059.49

単位区域内に存する皆伐を許される保安林面積（ha）

備考
保健保安林 計水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 干害防備保安林

姫路市
神崎郡一円

姫路市
たつの市
宍粟市
揖保郡一円

森 　林
計画区

単   位
区域名

範　　囲
（市・郡・町）

加古川

東播地区

西脇市
加西市
加東市
多可郡一円

揖保川

中播地区

－ 2.40 －

213.72 1.04 －

7.58 45.32 －

529.63 107.56 －

764.96 133.92 －

2,059.50 174.96 3.28
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兵庫県告示第131号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第５条第１項の規定により許可申請があった特定施設

の設置の概要は、次のとおりである。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 申請の概要 

 (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者又は代理人の氏名 

   住友金属鉱山株式会社播磨事業所 

   加古郡播磨町宮西346番地の４ 

   所長 貝 掛   敦 

 (2) 工場又は事業場の名称及び所在地 

   住友金属鉱山株式会社播磨事業所 

   加古郡播磨町宮西346番地の４ 

 (3) 特定施設に関する事項 
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種        類 27号イ ろ過施設 
27号ヌ 廃ガス洗浄施設

（No.１、No.２） 

能        力 4,560kg／日 15,000ｍ3Ｎ／時・基 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後 同 左 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後６箇月 同 左 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後 同 左 

使用時間の間隔及び１日当たりの使用時間 24時間連続 同 左 

使 用 時 間 の 季 節 的 変 動 の 概 要 な し 同 左 

区    分 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 素 イ オ ン 濃 度

（ 水 素 指 数 ） 
７～９ ７～10 ７～10 ７～10 

生物化学的酸素要求量

（単位 mg／Ｌ） 
－ － － － 

化 学 的 酸 素 要 求 量

（単位 mg／Ｌ） 
40 50 30 30 

浮 遊 物 質 量

（単位 mg／Ｌ） 
40 60 ５ 10 

窒 素 含 有 量

（単位 mg／Ｌ） 
20 30 １ ５ 

り ん 含 有 量

（単位 mg／Ｌ） 
１ ２ 0.1未満 0.1未満 

使用時にお

いて当該特

定施設から

排出される

汚水等の汚

染状態の通

常の値及び

最大の値 

溶 解 性 鉄 含 有 量

（単位 mg／Ｌ） 
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 

使用時において当該特定施設から排出

される汚水等の量（単位 ｍ3／日） 
40 50 20／基 20／基 
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27号ヌ 廃ガス洗浄施

設（No.３） 

30,000ｍ3Ｎ／時 

同 左 

同 左 

同 左 

同 左 

同 左 

通 常 最 大 

７～10 ７～10 

－ － 

30 30 

５ 10 

１ ５ 

0.1未満 0.1未満 

0.1未満 0.1未満 

20 20 
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 (4) 汚水等の処理施設に関する事項 

種 類 排水活性炭吸着塔 排水中和ろ過処理設備 

変 更 前 後 の 区 分 （ 新 設 ） （ 新 設 ） 

型 式 自社製、充填塔式（２塔） 

自社製、中和槽攪拌式（３

槽）、アタカ大機製フィルタ

ープレス式 

構 造 鉄及びＦＲＰ製 同 左 

主 要 寸 法 直径1.4ｍ×2.7ｍ／塔 
直径2.4ｍ×３ｍ／槽、

6.64ｍ×1.7ｍ×3.85ｍ 

能 力 275ｍ3／日 505ｍ3／日 

汚 水 等 の 処 理 方 式 吸着 中和＋ろ過 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後 同 左 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後６箇月 同 左 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後 同 左 

使用時間の間隔及び１日当たりの使用時間 24時間連続 同 左 

使 用 時 間 の 季 節 的 変 動 の 概 要 な し 同 左 

処理前 処理後 処理前 処理後 
区    分 

通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大

水素イオン濃度（水 素 指 数） １～３ １～３ １～３ １～３ １～３ １～４ ９～11 ９～12

生物化学的酸素要求量（単位 mg／Ｌ） － － － － － － － － 

化学的酸素要求量（単位 mg／Ｌ） 45 50 35 40 30 40 30 40 

浮 遊 物 質 量（単位 mg／Ｌ） 10 20 ５ 10 200 500 10 20 

窒 素 含 有 量（単位 mg／Ｌ） 20 30 20 30 25 40 25 40 

り ん 含 有 量（単位 mg／Ｌ） 2.5 ３ ２ 2.5 １ 1.5 １ 1.5

カドミウム及びその化合物（単位 mg／Ｌ） － － － － － － － － 

鉛及びその化合物（単位 mg／Ｌ） － － － － － － － － 

ふつ素及びその化合物（単位 mg／Ｌ） － － － － － － － － 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（単位 mg／Ｌ） ５ 10 ２ ５ １ ３ １ ３ 

亜 鉛 含 有 量（単位 ㎎／Ｌ） － － － － － － － － 

使用時に

おける当

該汚水等

の処理施

設による

処理前及

び処理後

の汚水等

の汚染状

態の通常

の値及び

最大の値 

溶解性鉄含有量（単位 mg／Ｌ） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 １ ３ 0.1 0.1

使用時における当該汚水等の処理施設

による処理前及び処理後の汚水等の通

常の量及び最大の量（単位 ｍ3／日）

230 275 230 275 420 505 416 500
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排水処理施設①（凝集沈殿） 排水処理施設②（中和凝集沈殿） 

変 更 前 変 更 後 （ 変 更 な し ） 

センタードライブ式 同 左 中和槽攪拌式（２槽） 

同 左 同 左 同 左 

直径15ｍ×３ｍ 同 左 
直径2.4ｍ×1.7ｍ、４ｍ×２ｍ×7.8ｍ、直径12

ｍ×３ｍ、直径15ｍ×５ｍ 

500ｍ3／時 同 左 6,500ｍ3／日 

凝集＋沈殿 同 左 中和＋凝集＋沈殿 

既 設 同 左 同 左 

既 設 同 左 同 左 

－ 許可後 － 

同 左 同 左 同 左 

同 左 同 左 同 左 

処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 

通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大 

６～８ ６～８ ６～８ ６～８ ６～８ ６～８ ６～８ ６～８ ６～８ ６～８ ９～9.8 ９～9.8 

－ － － － － － － － － － － － 

８ 12 ５ 10 ８ 12 ５ 10 ５ 10 ５ 10 

1,000 2,500 200 500 1,000 2,500 200 500 200 500 10 20 

30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

0.5 １ 0.5 １ 0.5 １ 0.5 １ 0.5 １ 0.02 0.03 

５ 10 ５ 10 ５ 10 ５ 10 ５ 10 0.05 0.09 

50 150 50 150 50 150 50 150 50 150 11 14 

－ － － － － － － － － － － － 

400 600 400 600 400 600 400 600 400 600 １ 1.8 

－ － － － － － － － － － － － 

10,502 10,502 10,502 10,502 10,487 10,487 10,487 10,487 5,564 6,445 3,600 4,170 
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排水処理施設③（ろ過中和） 

変 更 前 変 更 後 

タンクフィルターＨＲＳ

式、ｐＨ調整槽攪拌式 
同 左 

同 左 同 左 

直径1.3ｍ×3.5ｍ、２ｍ×

2.2ｍ、1.3ｍ×2.4ｍ 
同 左 

6,500ｍ3／日 同 左 

ろ過＋中和 同 左 

既 設 同 左 

既 設 同 左 

－ 許可後 

同 左 同 左 

同 左 同 左 

処理前 処理後 処理前 処理後 

通常 最大 通常 最大 通常 最大 通常 最大

９～9.8 ９～9.8 5.8～8.6 5.8～8.6 ９～9.8 ９～9.8 5.8～8.6 5.8～8.6

－ － － － － － － － 

５ 10 ５ 10 ７ 15 ７ 15 

200 500 10 20 200 500 10 20 

30 60 30 60 30 60 30 60 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1.5 0.2 1.5

0.5 １ 0.02 0.03 0.5 １ 0.02 0.03

５ 10 0.05 0.09 ５ 10 0.05 0.09

50 150 11 14 50 150 11 14 

－ － － － １ ３ １ １ 

400 600 １ 1.8 400 600 １ 1.8

－ － － － １ ３ 0.1 0.1

3,970 4,170 3,970 4,170 4,325 4,670 4,325 4,670
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 (5) 排出水の汚染状態及び量 

変 更 前 後 の 区 分 変 更 前 変 更 後 

排 水 口 名 南排水口 南排水口 

通 常 4,500 4,855 排 水 量 

（単位 ｍ3／日） 
最 大 4,700 5,200 

通 常 5.8～8.6 5.8～8.6 水 素 イ オ ン 濃 度 

（ 水 素 指 数 ） 
最 大 5.8～8.6 5.8～8.6 

通 常 － － 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 － － 

通 常 ５ ７ 化 学 的 酸 素 要 求 量 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 10 15 

通 常 10 10 浮 遊 物 質 量 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 20 20 

通 常 30 30 窒 素 含 有 量 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 60 60 

通 常 0.1 0.3 り ん 含 有 量 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 0.1 1.5 

通 常 0.02 0.02 カドミウム及びその化合物 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 0.03 0.03 

通 常 0.05 0.05 鉛 及 び そ の 化 合 物 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 0.09 0.09 

通 常 11 11 ふ つ 素 及 び そ の 化 合 物 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 14 14 

通 常 － １ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 － １ 

通 常 １ １ 亜 鉛 含 有 量 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 1.8 1.8 

通 常 － 0.1 溶 解 性 鉄 含 有 量 

（単位 mg／Ｌ） 
最 大 － 0.1 

通 常 3,000 以下 3,000 以下 大 腸 菌 群 数 

（単位 個／cm3） 
最 大 3,000 以下 3,000 以下 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期間 平成25年２月１日から同月22日まで 

 (2) 場所 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課及び加古郡播磨町すこやか環境グループ 
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兵庫県告示第132号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成25年２月１日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、平成25年２月１日から２週間、西播磨県民局光都土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道  路  の  区  域 
道 路 の 種 類 

路 線 名 
区     間 旧新

敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

赤穂市東有年字城屋1932番７から 

同 市西有年字遠古殿3697番１まで 
旧

7.0から

35.0まで
262.0 

県道 

赤 穂 佐 伯 線 
赤穂市東有年字傍示ヶ鼻1825番１から 

同 市西有年字遠古殿3697番１まで 
新

11.0から

16.0まで
250.0 

   

 

 

兵庫県告示第133号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成25年２月１日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、平成25年２月１日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道  路  の  区  域 
道 路 の 種 類 

路 線 名 
区     間 旧新

敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

旧
7.0から

23.0まで
290.0 

県道 

富 島 久 留 麻 線 

淡路市久留麻字清水谷610番１から 

同 市久留麻字赤松713番３まで 

新
12.0から

27.0まで
229.0 

  

旧
6.0から

29.0まで
261.0 

県道 

富 島 久 留 麻 線 

淡路市久留麻字石田1219番２から 

同 市久留麻字森口2070番１まで 

新
8.0から

29.0まで
261.0 

   

 

 

兵庫県告示第134号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、神戸県民局神戸土木事務所及び神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町大字名 小 字 名 地     番 

五 社 神 戸 市 北 区 有野町有

野 

五 社 727番、727番２の一部、727番乙、728番、

729番、740番、741番、744番、745番、774

番１、775番、775番１、777番、779番１、
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    779番２、728番から740番に至る地先の水路

敷の一部、741番から744番に至る地先の水

路敷の一部、774番１地先の水路敷の一部、

777番から779番１に至る地先の水路敷の一

部 

 

 

兵庫県告示第135号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、中播磨県民局姫路土木事務所及び福崎町役場に備え置いて縦覧に供する。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町 大 字 名 小 字 名 地     番 

西 谷 (1) ① 神 崎 郡 福 崎 町 西 治 加 尻

 

 

大 塚

1827番の一部、1834番27の一部、1834番

28の一部、1835番の一部、1838番の一部

1835番から1838番地先の道路敷の一部 

1839番の一部、1877番１から３、1877番

４から６の各一部、1877番36、1841番３

の一部、1855番２の一部、1856番の一部、

1856番２の一部、1860番１の一部、1855

番２から1860番１に至る地先の道路敷の

一部 

西 谷 (1) ② 神 崎 郡 福 崎 町 西 治 宮 ノ 西

 

 

 

 

 

 

加 尻

1802番から1804番の各一部、1807番の一

部、1808番１の一部、1811番の一部、1812

番の一部、1834番９の一部、1834番11の

一部、1834番12の一部、1834番13から18、

1834番19の一部、1812番の地先の道路敷、

1807番地先の水路敷の一部、1811番地先

の水路敷の一部 

1814番の一部、1818番の一部、1824番か

ら1826番の各一部、1834番20の一部、1835

番の一部、1814番から1826番に至る地先

の道路敷、1826番地先の水路敷 

西 谷 (1) ③ 神 崎 郡 福 崎 町 西 治 山 ヶ 谷

 

宮 ノ 西

1638番の一部、1638番地先の道路敷、1638

番地先の水路敷 

1799番１､1800番､1801番の一部､1801番

１、1802番の一部､1803番の一部､1834番

１から３の各一部､1834番４から７､1834

番８の一部､1834番９の一部、1801番１か

ら1803番に至る地先の道路敷 
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兵庫県告示第136号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル）

第Ｈ24丹波位置

0006号 
25.1.21  

篠山市東岡屋字桶屋下659番１の一部 

同 市東岡屋字鳥居前688番１の一部、688番

11の一部、688番12の一部、688番14の一部 

6.00 79.45 

 
 

公 告 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変

更の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に

対し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

  平成25年２月１日 

                                 東播磨県民局長 福 田 好 宏 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 オークワ加古川野口店 

    所在地 加古川市野口町良野844番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称 株式会社オークワ           

住所 和歌山市中島185番地の３ 

代表者の氏名 神 吉 康 成     

３ 変更事項 

 (1) 大規模小売店舗の名称 

  ア 変更前 

（仮称）オークワ加古川店          

  イ 変更後 

オークワ加古川野口店 

 (2) 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

  名称 株式会社オークワ 

住所 和歌山市中島185番地の３ 

代表者の氏名 福 西 拓 也 

  イ 変更後 

名称 株式会社オークワ 

住所 和歌山市中島185番地の３ 

代表者の氏名 神 吉 康 成 

 (3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

  名称 株式会社オークワ 

住所 和歌山市中島185番地の３ 

代表者の氏名 福 西 拓 也 
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  イ 変更後 

名称 株式会社オークワ 

住所 和歌山市中島185番地の３ 

代表者の氏名 神 吉 康 成 

４ 変更年月日 

 (1) 大規模小売店舗の名称 

   平成22年６月27日 

 (2) 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成24年９月10日 

 (3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成24年９月10日 

５ 届出年月日 

  平成24年12月25日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び東播磨県民局加古川土木事務所まちづくり建築課 

 (2) 縦覧期間  

   平成25年２月１日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

 (1) 提出期限 

平成25年６月３日 

 (2) 提出先 

東播磨県民局加古川土木事務所まちづくり建築課 

    〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97―１ 

  

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項及び第２項の規定により、次のとおり大規模小

売店舗の変更の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に

対し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

平成25年２月１日 

              兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 芦屋ステーションビル（モンテメール） 

    所在地 芦屋市船戸町１番31号 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称             住所                 代表者の氏名   

神戸ＳＣ開発株式会社     神戸市東灘区住吉本町一丁目２番１号  中 村 順 一 

大阪ターミナルビル株式会社  大阪市北区梅田一丁目３番１―1100号  西 川 直 輝 

３ 変更事項 

 (1) 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

  名称              住所                 代表者の氏名   

芦屋ステーションビル株式会社  芦屋市船戸町１番31号         古 橋 正 雄 

大阪ターミナルビル株式会社   大阪市北区梅田一丁目３番１―1100号  五 味 一 彦 

  イ 変更後   

    名称              住所                 代表者の氏名   

神戸ＳＣ開発株式会社      神戸市東灘区住吉本町一丁目２番１号  中 村 順 一 

大阪ターミナルビル株式会社   大阪市北区梅田一丁目３番１―1100号  西 川 直 輝 
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 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

    名称        住所                         代表者の氏名 

  株式会社大丸    大阪市中央区心斎橋筋１丁目７番１号          奥 田   務 

  株式会社コルドバ  東京都葛飾区青戸５丁目３番１号 セイフー本社ビル３Ｆ 白 井 和 弘 

    株式会社三貴    東京都豊島区東池袋３丁目４番３号 池袋イースト    木 村 和 巨 

外20者 

  イ 変更後 

    名称             住所                    代表者の氏名 

  株式会社大丸松坂屋百貨店   東京都江東区木場二丁目18番11号       山 本 良 一 

  株式会社ワールド       神戸市中央区港島中町６丁目８―１      寺 井 秀 藏 

    株式会社神戸風月堂      神戸市中央区元町通３―３―10        下 村 治 生 

外19者 

 (3) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  ア 変更前 

8,454平方メートル 

  イ 変更後 

11,644平方メートル 

 (4) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

  ア 変更前 

小売業を行う者の氏名又は名称 開店時刻 閉店時刻 

株式会社大丸 午後９時 

二楽園綜合園芸株式会社 外21者 

午前10時 

午後７時30分 

  イ 変更後 

    午前７時から午後９時30分まで 

 (5) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  ア 変更前 

    午前９時30分から午後９時30分まで 

  イ 変更後 

    午前６時30分から午後10時まで 

 (6) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  ア 変更前 

    午前７時から午後７時30分まで 

  イ 変更後 

    午前６時から午後９時まで 

４ 変更年月日 

 (1) 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成24年６月20日ほか 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

   平成24年９月16日ほか 

 (3) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

    平成25年８月18日 

 (4) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

   平成25年８月18日 

 (5) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

平成25年８月18日 

 (6) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

平成25年８月18日 
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５ 届出年月日 

  平成24年12月17日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び阪神南県民局西宮土木事務所まちづくり建築課 

 (2) 縦覧期間 

  平成25年２月１日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

 (1) 提出期限  

平成25年６月３日 

 (2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

平成25年度兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門研修研修生の募集 

 兵庫県立淡路景観園芸学校管理規則（平成10年兵庫県規則第69号）第３条第１項の規定により、平成25年度

兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門研修の研修生を次のとおり募集する。 

平成25年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 募集人員 

  ５名 

２ 申込資格 

  社会人、大学生、大学院生など（国籍は問わない。ただし、日本語による簡単なコミュニケーションが可

能であること。） 

３ 研修内容及び研修期間 

  「景観園芸」又は「園芸療法」に関する課題解決のための研究・実践を行う。研修期間は、月単位で、１

箇月から12箇月の間で選択する。 

４ 申込手続 

 (1) 提出書類 

  ア 研修受講許可申請書（本校所定の様式） 

   申込前３箇月以内に撮影した、縦４センチメートル、横３センチメートルの写真を申請書の所定の場

所に貼り付けること。 

  イ 調査書〔希望理由及び専門研修の内容〕（本校所定の様式） 

  ウ 研修計画書（Ａ４ 横書き） 

  エ 履歴書（写真の貼付は不要） 

  オ 雇用者（大学生又は大学院生の場合は指導教員）からの紹介・推薦文（Ａ４ 横書き） 

※ 自営の者は不要 

 (2) 申込書類の配布 

県立淡路景観園芸学校において配布する。 

なお、申込書類を県立淡路景観園芸学校へ郵送で請求することができる。この場合は、封筒の表に「景

観園芸専門研修研修生募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（住所、氏名及び郵便番号を明記し、120円分

の切手を貼付した角形２号の封筒）を同封すること。 

 (3) 受付期間 

  平成25年２月４日（月）から同月15日（金）まで 

なお、郵送の場合は、簡易書留とし、平成25年２月15日（金）必着とする。 

 (4) 提出先 

  〒656-1726 淡路市野島常盤954―２ 

  県立淡路景観園芸学校 

５ 選考方法 

 (1) 一次審査 書類審査 

   平成25年２月25日（月）以降に、書類審査の結果を通知する。 
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 (2) 二次審査 面接（書類審査に合格した者のみ） 

  ア 面接日程 

合格者には、面接日を通知する。 

  イ 面接会場 

    淡路市野島常盤954―２ 

    県立淡路景観園芸学校 

  ウ 面接結果発表 

    面接後、申込者全員に郵便により通知する。（面接後、１箇月程度） 

６ 申込みについての問合せ先 

 県立淡路景観園芸学校 普及指導課 

   電話（0799）82－3131 

  電子メールアドレス alpha@awaji.ac.jp 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成25年２月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

川辺郡猪名川町若葉一丁目137番９、137番10 

 (2) 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

川西市錦松台４番29号 

株式会社日拓ハウジング 代表取締役 楠 本 拓 也 

 (3) 許可年月日及び許可番号 

平成24年12月21日 

兵庫県指令神北（宝土）（建）第１－１－２号（23猪名川） 

２(1) 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

高砂市米田町米田新字外新開249番１、250番４、254番３、255番２ 

 (2) 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

姫路市安田１丁目９番地 

有限会社ハウスらんど 代表取締役 伊 達 敏 行 

 (3) 許可年月日及び許可番号 

   平成24年８月９日 

   兵庫県指令東播（加土）（建）第１－９号（24高砂） 

 

      落札者等の公示 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

    平成25年２月１日 

契約担当者            

兵庫県知事  井 戸 敏 三  

１  落札に係る物品の名称及び数量 

    道路管理パトロール車 21台 

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県出納局管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３  落札者を決定した日 

  平成24年12月11日 

４  落札者の名称及び住所 

  兵庫三菱自動車販売株式会社 神戸市中央区脇浜町２丁目９―１ 

５  落札金額 



平成25年２月１日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 2462 号 

28 

  67,252,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成24年10月30日 

 

      落札者等の公示 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

    平成25年２月１日 

契約担当者            

兵庫県知事  井 戸 敏 三  

１  落札に係る物品の名称及び数量 

    大型スクールバス（ワンステップ仕様） １台 

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県出納局管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３  落札者を決定した日 

  平成24年12月11日 

４  落札者の名称及び住所 

  いすゞ自動車近畿株式会社 神戸市東灘区向洋町西４丁目４番 

５  落札金額 

  20,370,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成24年10月30日 

 

      落札者等の公示 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

    平成25年２月１日 

契約担当者            

兵庫県知事  井 戸 敏 三  

１  落札に係る物品の名称及び数量 

    大型スクールバス ２台 

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県出納局管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３  落札者を決定した日 

  平成24年12月11日 

４  落札者の名称及び住所 

  いすゞ自動車近畿株式会社 神戸市東灘区向洋町西４丁目４番 

５  落札金額 

  38,115,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成24年10月30日 
 

教 育 委 員 会 規 則 

 

 兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 
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  平成25年２月１日 

兵庫県教育委員会       

委員長 西 村 亮 一  

兵庫県教育委員会規則第１号 

兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則 

  （兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第１条 兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表を次のように改める。 

 別表（第２条関係）  

生 徒 定 員 （人） 

学 校 名 
本 校

分 校
科課程

定時制

課程の

授業時

の昼夜

別＿＿

学   科
第１

学年

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

単位

制＿

兵庫県立 東灘高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 240 ／ ／

兵庫県立 御影高等学校 本 校 全日制  普 通 科 360 360 320 ／ ／

普 通 科 320 280 280 ／ ／
兵庫県立 神戸高等学校 本 校 全日制  

総合理学科 40 40 40 ／ ／

機械工学科 40 40 40 ／ ／

電気工学科 40 40 40 ／ ／

電子工学科 40 40 40 ／ ／

建 築 科 40 40 40 ／ ／

都市環境工

学科 
40 40 40 ／ ／

総合理化学

科 
40 40 40 ／ ／

デザイン科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 兵庫工業高等学校 本 校 全日制  

情報技術科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 40 40 40 40 ／

電 気 科 40 40 40 40 ／

建 築 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 神戸工業高等学校 本 校 定時制 夜 

情報技術科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 神戸北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 神戸甲北高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 神戸鈴蘭台高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 夢野台高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 240 240 ／ ／

兵庫県立 兵庫高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／
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兵庫県立 湊川高等学校 本 校 定時制 夜 普 通 科 80 80 80 40 ／

兵庫県立 長田高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 長田商業高等学校 本 校 定時制 夜 商 業 科 40 40 80 80 ／

兵庫県立 須磨東高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 280 280 ／ ／

兵庫県立 須磨友が丘高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 北須磨高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 720

普 通 科 240 240 240 ／ ／
兵庫県立 舞子高等学校 本 校 全日制  

環境防災科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 星陵高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 280 280 ／ ／

商 業 科 200 200 200 ／ ／

情 報 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 神戸商業高等学校 本 校 全日制  

会 計 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 伊川谷北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

兵庫県立 伊川谷高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 240 280 ／ ／

兵庫県立 神戸高塚高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

普 通 科 200 200 240 ／ ／

サイエンス

リサーチ科
40 40 40 ／ ／

兵庫県立 尼崎小田高等学校 本 校 全日制  

国際探求学

科 
40 40 － ／ ／

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

電 子 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 尼崎工業高等学校 本 校 全日制  

建 築 科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 80 80 80 80 ／
兵庫県立 神崎工業高等学校 本 校 定時制 夜 

電 気 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 尼崎稲園高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 760

兵庫県立 尼崎高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 280 280 ／ ／

兵庫県立 尼崎北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立  武庫荘総合高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 960

兵庫県立 尼崎西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 200 ／ ／

普 通 科 280 240 240 ／ ／

兵庫県立 鳴尾高等学校 本 校 全日制  
国際文化情

報学科 
40 40 40 ／ ／
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兵庫県立 西宮南高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 200 ／ ／

普 通 科 ／ ／ ／ ／ 920
兵庫県立 西宮高等学校 本 校 全日制 ＿ 

音 楽 科 ／ ／ ／ ／ 120

兵庫県立 西宮今津高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 西宮北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 160 ／ ／

兵庫県立 西宮甲山高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 160 160 ／ ／

夜 普 通 科 ／ ／ ／ ／ 480

昼（午

前）＿
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 320

兵庫県立 西宮香風高等学校 本 校 定時制

昼（午

後）＿
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 320

兵庫県立 伊丹高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 伊丹西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

夜 普 通 科 ／ ／ ／ ／ 240

昼（午

前）＿
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 160

兵庫県立 阪神昆陽高等学校 本 校 定時制

昼（午

後）＿
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 160

兵庫県立 伊丹北高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 芦屋高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 960

兵庫県立  国際高等学校 本 校 全日制  国 際 科 ／ ／ ／ ／ 360

兵庫県立 宝塚東高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

普 通 科 280 280 280 ／ ／
兵庫県立 宝塚北高等学校 本 校 全日制  

演 劇 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 宝塚高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

兵庫県立 宝塚西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 240 240 ／ ／

兵庫県立 川西緑台高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 川西明峰高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

兵庫県立 川西北陵高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 280 ／ ／

本 校 定時制 夜 普 通 科 － － 80 80 ／

兵庫県立 川西高等学校 宝塚良

元校＿
定時制 夜 普 通 科 － － 40 40 ／

兵庫県立 猪名川高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 160 160 ／ ／

人と自然科 40 40 40 ／ ／
全日制  

総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720兵庫県立 有馬高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 40 40 40 40 ／
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兵庫県立 北摂三田高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 320 ／ ／

兵庫県立 三田西陵高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

兵庫県立  三田祥雲館高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 840

兵庫県立 柏原高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 240 280 ／ ／

兵庫県立 氷上西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 40 40 40 ／ ／

営 農 科 40 40 40 ／ ／

食品加工科 40 40 40 ／ ／

生 活 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 氷上高等学校 本 校 全日制  

商 業 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 篠山鳳鳴高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

生 活 科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 40 40 40 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

土 木 科 40 40 40 ／ ／

本 校 全日制  

商 業 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 篠山産業高等学校 

丹南校 全日制  普 通 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 篠山東雲高等学校 本 校 全日制  地域農業科 40 40 40 ／ ／

普 通 科 320 320 320 ／ ／
兵庫県立 明石高等学校 本 校 全日制  

美 術 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 明石南高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 840

兵庫県立 錦城高等学校 本 校 定時制 夜 普 通 科 80 80 80 40 ／

普 通 科 320 320 360 ／ ／
兵庫県立 明石北高等学校 本 校 全日制  

自然科学科 40 40 － ／ ／

兵庫県立 明石城西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 明石清水高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 360 360 ／ ／

普 通 科 320 320 320 ／ ／
兵庫県立 明石西高等学校 本 校 全日制  

国際人間科 40 40 40 ／ ／

農 業 科 40 40 40 ／ ／

園 芸 科 40 40 40 ／ ／

動物科学科 40 40 40 ／ ／

食品科学科 40 40 40 ／ ／

農業環境工

学科 
40 40 40 ／ ／

 

 

 

兵庫県立 農業高等学校 

 

 

 

本 校

 

 

 

全日制

 

造 園 科 40 40 40 ／ ／
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  生物工学科 40 40 40 ／ ／
  

定時制 夜 普 通 科 80 80 80 40 ／

兵庫県立 加古川北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 960

普 通 科 320 320 280 ／ ／
兵庫県立 加古川東高等学校 本 校 全日制  

理 数 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 加古川西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 加古川南高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 80 80 80 ／ ／

建 築 科 40 40 40 ／ ／
兵庫県立 東播工業高等学校 本 校 全日制  

土 木 科 40 40 40 ／ ／

夜 普 通 科 ／ ／ ／ ／ 160

昼（午

前） 
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 160

兵庫県立 西脇北高等学校 本 校 定時制

昼（午

後） 
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 160

普 通 科 280 280 280 ／ ／
兵庫県立 西脇高等学校 本 校 全日制  

生活情報科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

工業化学科 40 40 40 ／ ／

情報・繊維

科 
40 40 40 ／ ／

兵庫県立 西脇工業高等学校 本 校 全日制  

総合技術科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 三木北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 三木東高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 三木高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 320 320 ／ ／

兵庫県立 高砂高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 240 ／ ／

兵庫県立 高砂南高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

普 通 科 120 120 120 ／ ／

商 業 科 80 80 80 ／ ／全日制  

生活文化科 40 40 40 ／ ／
兵庫県立 松陽高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 80 80 80 40 ／

普 通 科 240 240 240 ／ ／ 

兵庫県立 小野高等学校 

 

本 校

 

全日制
 

商 業 科 40 40 40 ／ ／
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    国際経済科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 40 40 40 ／ ／

金属工業科 40 40 40 ／ ／

電 子 科 80 80 80 ／ ／

全日制  

生活創造科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 小野工業高等学校 本 校

定時制 夜 機 械 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 北条高等学校 本 校 全日制  普 通 科 160 160 200 ／ ／

農業経営科 40 40 40 ／ ／

園 芸 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 播磨農業高等学校 本 校 全日制  

畜 産 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 吉川高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 120 ／ ／

普 通 科 160 160 200 ／ ／

生活科学科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 社高等学校 本 校 全日制  

体 育 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 多可高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 120 ／ ／

兵庫県立 東播磨高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 320 280 ／ ／

兵庫県立 播磨南高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

兵庫県立 姫路別所高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 姫路東高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 840

兵庫県立 姫路北高等学校 本 校 定時制 夜 普 通 科 ／ ／ ／ ／ 440

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

工業化学科 40 40 40 ／ ／

デザイン科 40 40 40 ／ ／

溶 接 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 姫路工業高等学校 本 校 全日制  

電子機械科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 姫路西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

兵庫県立 姫路飾西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 240 240 ／ ／

機械工学科 ／ ／ ／ ／ 120

電気工学科 ／ ／ ／ ／ 120

エネルギー

環境工学科
／ ／ ／ ／ 120

 

 

 

 

 

 

 

 

全日制

 

ＩＴ工学科 ／ ／ ／ ／ 120
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健康科学工

学科 
／ ／ ／ ／ 120

夜 基礎工学科 ／ ／ ／ ／ 400

昼（午

前）＿
基礎工学科 ／ ／ ／ ／ 280

 

兵庫県立 飾磨工業高等学校 

 

本 校

 

定時制

昼（午

後）＿
基礎工学科 ／ ／ ／ ／ 160

商 業 科 200 160 160 ／ ／
兵庫県立 姫路商業高等学校 本 校 全日制  

情報科学科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 姫路南高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 240 ／ ／

兵庫県立 網干高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 200 200 ／ ／

兵庫県立 相生高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 280 ／ ／

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／全日制  

商 業 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 相生産業高等学校 本 校

定時制 夜 機 械 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 龍野高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

電気情報シ

ステム科 
80 80 80 ／ ／

環境建設工

学科 
40 40 40 ／ ／

総合デザイ

ン科 
40 40 40 ／ ／

看 護 科 40 40 40 ／ ／

全日制  

総合福祉科 40 40 40 ／ ／

定時制 夜 商 業 科 40 40 40  40 ／

兵庫県立 龍野北高等学校 本 校

専攻科  看護専攻科 40 40 ／ ／ ／

全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／
兵庫県立 赤穂高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 家島高等学校 本 校 全日制  普 通 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 夢前高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 120 ／ ／

兵庫県立 神崎高等学校 本 校 全日制  普 通 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 福崎高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 香寺高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 太子高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 680
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普 通 科 120 120 120 ／ ／

農 業 科 40 40 40 ／ ／

園 芸 科 40 40 40 ／ ／
兵庫県立 上郡高等学校 本 校 全日制  

農業土木科 40 40 40 ／ ／

普 通 科 160 160 160 ／ ／

農業科学科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 佐用高等学校 本 校 全日制  

家 政 科 40 40 40 ／ ／

普 通 科 200 200 200 ／ ／

森林環境科

学科 
40 40 40 ／ ／兵庫県立 山崎高等学校 本 校 全日制  

生活創造科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 伊和高等学校 本 校 全日制  普 通 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 千種高等学校 本 校 全日制  普 通 科 40 40 40 ／ ／

普 通 科 160 160 160 ／ ／
全日制  

理 数 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 豊岡高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 40 40 40 40 ／

電機応用工

学科 
40 40 40 ／ ／

環境建設工

学科 
40 40 40 ／ ／

兵庫県立 豊岡総合高等学校 本 校 全日制  

総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 480

普 通 科 80 80 80 ／ ／
兵庫県立 香住高等学校 本 校 全日制  

海洋科学科 40 40 40 ／ ／

看 護 科 40 40 40 ／ ／
全日制  

福 祉 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 日高高等学校 本 校

専攻科  看護専攻科 40 40 ／ ／ ／

兵庫県立 出石高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 160 160 ／ ／

兵庫県立 村岡高等学校 本 校 全日制  普 通 科 40 80 80 ／ ／

兵庫県立 浜坂高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 160 ／ ／

兵庫県立 生野高等学校 本 校 全日制  普 通 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 和田山高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 360

兵庫県立 八鹿高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 200 ／ ／

農 業 科 40 40 40 ／ ／

畜 産 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 但馬農業高等学校 本 校 全日制  

生 活 科 40 40 40 ／ ／
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全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／
兵庫県立 洲本高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 40 40 40 40 ／

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

商 業 科 40 40 40 ／ ／
兵庫県立 洲本実業高等学校 本 校 全日制  

国際ビジネ

ス科 
40 40 40 ／ ／

兵庫県立 津名高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 淡路高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 360

兵庫県立 淡路三原高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

備考 １ 科課程の欄中「全日制」は本科の全日制の課程を、「定時制」は本科の定時制の課程をいう。 

２ 第１学年の欄、第２学年の欄、第３学年の欄及び第４学年の欄に定める生徒定員は学年による

教育課程の区分を設ける課程の生徒定員とし、単位制の欄に定める生徒定員は学年による教育課

程の区分を設けない課程の生徒定員とする。 

３ 全日制課程普通科（分校を除く。以下「普通科」という。）に国際文化系コ－ス、自然科学系

コ－ス又は総合人間系コースを設置する学校及び普通科の生徒定員のうちの国際文化系コ－ス、

自然科学系コ－ス又は総合人間系コースの生徒定員は、次のとおりとする。 

      (1) 国際文化系コース 

生 徒 定 員 （人） 
学 校 名 

第１学年 第２学年 第３学年 

兵庫県立 神戸鈴蘭台高等学校 40 40 40

兵庫県立 尼崎小田高等学校 － － 40

兵庫県立 宝塚西高等学校 40 40 40

兵庫県立 明石城西高等学校 40 40 40

兵庫県立 三木高等学校 40 40 40

兵庫県立 姫路飾西高等学校 40 40 40

      (2) 自然科学系コース 

生 徒 定 員 （人） 
学 校 名 

第１学年 第２学年 第３学年 

兵庫県立 宝塚北高等学校 40 40 40

兵庫県立 柏原高等学校 40 40 40

兵庫県立 篠山鳳鳴高等学校 40 40 40

兵庫県立 明石北高等学校 － － 40

兵庫県立 小野高等学校 40 40 40

兵庫県立 姫路飾西高等学校 40 40 40

兵庫県立 相生高等学校 40 40 40

兵庫県立 龍野高等学校 40 40 40
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兵庫県立 福崎高等学校 40 40 40

兵庫県立 生野高等学校 40 40 40

兵庫県立 八鹿高等学校 40 40 40

兵庫県立 津名高等学校 40 40 40

兵庫県立 淡路三原高等学校 40 40 40

      (3) 総合人間系コース 

生 徒 定 員 （人） 
学 校 名 

第１学年 第２学年 第３学年 

兵庫県立 御影高等学校 40 40 40

（兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正） 

第２条 兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１ １の部西宮の項高等学校名の欄中「  同  西  宮」を削る。 

  別表第１ ２の部同 篠山東雲の項学科の欄中「農業」を削る。 

  別表第１ ４の部同 西宮の項を削る。 

（兵庫県立特別支援学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第３条  兵庫県立特別支援学校の管理運営に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１ 兵庫県立神戸特別支援学校の項主として教育を行う者の欄中「知的障害者」の右に「又は肢体

不自由者」を加える。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２条関係） 

 幼児又は生徒定員（人）

高 等 部 学    校    名 部 科 学    科 
幼稚部 第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３

学年

幼稚部 ／ ／ ７ ／ ／ ／ 

普  通  科
本 科

保 健 理 療 科
／ 16 16 16

保 健 理 療 科

兵庫県立視覚特別支援学校 
高等部

専攻科
理  療  科

／ 16 16 16

幼稚部 ／ ／ 14 ／ ／ ／ 

普  通  科

印  刷  科

(第２・３学年)本 科

コミュニケーション

デ ザ イ ン 科

( 第 １ 学 年 )

／ 24 24 24

印 刷 科 ／ － 16 ／ 

兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
高等部

専攻科 コミュニケーション

デ ザ イ ン 科
／ ８ － ／ 
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兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 幼稚部 ／ ／ 42 ／ ／ ／ 

幼稚部 ／ ／ 21 ／ ／ ／ 

普  通  科

産 業 工 芸 科

(第２・３学年)

工 業 技 術 科

( 第 １ 学 年 )

被 服 科

(第２・３学年)

本 科

生活デザイン科

( 第 １ 学 年 )

／ 24 24 24

被 服 科 ／ － ８ ／ 

兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 
高等部

専攻科
生活デザイン科 ／ ８ － ／ 

兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校 幼稚部 ／ ／ 14 ／ ／ ／ 

幼稚部 ／ ／ 14 ／ ／ ／ 
兵庫県立のじぎく特別支援学校 

高等部 本 科 普  通  科 ／ 41 52 44

兵庫県立神戸特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 64 61 72

兵庫県立阪神特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 69 69 69

兵庫県立芦屋特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 62 73 61

兵庫県立こやの里特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 94 72 88

兵庫県立阪神昆陽特別支援学校 高等部 本 科 職 業 科 ／ 48 48 －

兵庫県立上野ケ原特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 36 33 36

兵庫県立高等特別支援学校 高等部 本 科 職  業  科 ／ 40 40 40

兵庫県立氷上特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 30 25 22

兵庫県立いなみ野特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 77 75 72

兵庫県立東はりま特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 57 55 49

兵庫県立北はりま特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 42 39 25

兵庫県立姫路特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 90 98 87

普  通  科

職  業  科兵庫県立播磨特別支援学校 高等部 本 科

就 業 技 術 科

／ 64 64 64

兵庫県立赤穂特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 30 27 22

兵庫県立西はりま特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 44 41 39

兵庫県立出石特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 30 31 30

兵庫県立和田山特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 22 25 25

幼稚部 ／ ／ ７ ／ ／ ／
兵庫県立あわじ特別支援学校 

高等部 本 科 普  通  科 ／ 27 30 30

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 



平成25年２月１日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 2462 号 

40 

 

正 誤 

 

○平成24年12月11日付け（兵庫県公報第2448号） 

兵庫県告示第1548号（保安林の指定の予定通知）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 

２ 上から４ 224の164 224の164（次の図に示す部分に限る。）

２ 上から15
（「次のとおり」は、省略し、その関

係書類を 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省

略し、その図面及び関係書類を 
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